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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向に延設されてモータが収容される本体部と、当該本体部の後端部に設けられる
ハンドル部とを有するハウジングが備えられており、前記ハンドル部に、操作部を露出さ
せて前記モータへの電力供給を制御するスイッチと、前記スイッチに連係させて、前記モ
ータの動作モードを互いに異なる複数の動作モードに変更する操作が可能なモード切替レ
バーとが備えられてなる電動工具であって、
　前記モード切替レバーには、前記複数の動作モードの内のいずれであるかを表示する表
示部が、各前記動作モードに対応させて複数設けられており、
　前記ハンドル部の上面には、前記モード切替レバーの操作によって、各前記動作モード
毎に異なる位置で前記表示部を表示させる表示窓が形成されてなることを特徴とする電動
工具。
【請求項２】
　前後方向に延設されてモータが収容される本体部と、当該本体部の後端部に設けられる
ハンドル部とを有するハウジングが備えられており、前記ハンドル部に、操作部を露出さ
せて前記モータへの電力供給を制御するスイッチと、前記スイッチに連係させて、前記モ
ータの動作モードを互いに異なる複数の動作モードに変更する操作が可能なモード切替レ
バーとが備えられてなる電動工具であって、
　前記ハンドル部には、前記モード切替レバーとは別体で、前記複数の動作モードの内の
いずれであるかを表示する表示部が、各前記動作モードに対応させて複数設けられた表示
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板が、前記モード切替レバーの操作に連動して回動可能に収容されており、
　前記ハンドル部の上面には、前記モード切替レバーの操作によって前記表示板を回動さ
せることで、各前記動作モード毎に、該動作モードに対応させた前記表示部が表れる表示
窓が形成されてなることを特徴とする電動工具。
【請求項３】
　ハウジングに、モータと、該ハウジングから操作部を露出させて前記モータへの電力供
給を制御するスイッチと、が収容されており、前記ハウジングに、前記スイッチに連係さ
せて、前記モータの動作モードを互いに異なる複数の動作モードに変更する操作が可能な
モード切替レバーが備えられてなる電動工具であって、
　前記モード切替レバーには、前記複数の動作モードの内のいずれであるかを表示する表
示部が各前記動作モードに対応させて複数設けられており、前記ハウジングには、前記モ
ード切替レバーの操作によって、各前記動作モード毎に異なる位置で前記表示部を表示さ
せる表示窓が形成されており、
　前記モード切替レバーは、前記動作モードとして、前記操作部の操作を規制して前記電
力供給を不能にさせる停止モードに変更可能であって、
　前記モード切替レバーには、前記表示部として、前記停止モードであることを表示する
停止表示部も形成されてなることを特徴とする電動工具。
【請求項４】
　前記ハンドル部の上面には、前記表示窓の外側で、各前記動作モード毎に異なる位置で
各前記動作モードを示すモード標識が複数設けられており、
　各前記表示部は、前記動作モードが一致する前記モード標識に対応させて前記表示窓に
表示されることを特徴とする請求項１に記載の電動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ハウジングに、モータと、モータへの電力供給を制御するスイッチとを収
容して、前記ハウジングに、前記スイッチに連係させて、前記モータの動作モードを互い
に異なる複数の動作モードに変更する操作が可能なモード切替レバーを備えた電動工具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、スライド操作型電気部品の取付装置として、表面板を装着した
機器ケースにスライド操作型電気部品を内蔵し、このスライド操作型電気部品のスライド
摘子を、機器ケース及び表面板のスライド溝をそれぞれ貫通させて表面板の外方に臨ませ
ることが開示されている。特許文献１の取付装置では、スライド摘子の操作によって、機
器の動作モードを互いに異なる３つの動作モードに変更可能として、表面板に、スライド
摘子のスライド方向に沿って、各動作モードを表す文字（強、中、弱）を記載したラベル
が貼り付けられている。したがって、機器の操作者は、スライド摘子の位置に対応するラ
ベルに記載された文字を目視で確認することで、機器の動作モードが、強、中、弱のいず
れのモードであるかを判別できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭５６－３７３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、レシプロソーを始めとする電動工具には、ハウジングにモータへの電力供給
を制御するスイッチを収容した上で、該ハウジングに、前記スイッチに連係させて、モー
タの動作モードを互いに異なる複数の動作モードに変更する操作を可能にしたモード切替
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レバーを備えるものがある。この電動工具に対し、特許文献１の技術を適用して、モータ
の動作モードがいずれのモードであるかを判別できるようにすることが考えられる。
【０００５】
　しかしながら一般に、モード切替レバーは、ハウジングの側面から該ハウジングに入り
込んで電動工具の左右方向へ移動可能に設けられており、ハウジング内で、モード切替レ
バーと、スイッチにスライド可能に設けられた動作モードの変更操作子とを係合させる必
要がある。このため、特許文献１に記載の技術に倣うと、各動作モードを表す文字を記載
したラベルを、ハウジング内において変更操作子のスライド方向に沿って該変更操作子に
近接する位置に貼り付けることになる。このような場合には、モータの動作モードを表す
文字がハウジング内に隠れることで、操作者は当該文字をハウジングの外部からは確認で
きなくなるという不都合がある。
【０００６】
　この発明は、このような状況に鑑み提案されたものであって、モータの動作モードを変
更可能なモード切替レバーを設けた上で、前記動作モードがいずれの動作モードであるか
を判別し易くした電動工具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明に係る電動工具は、前後方向に延設されてモータが収容される本体部と
、当該本体部の後端部に設けられるハンドル部とを有するハウジングが備えられており、
前記ハンドル部に、操作部を露出させて前記モータへの電力供給を制御するスイッチと、
前記スイッチに連係させて、前記モータの動作モードを互いに異なる複数の動作モードに
変更する操作が可能なモード切替レバーとが備えられてなる電動工具であって、
　前記モード切替レバーには、前記複数の動作モードの内のいずれであるかを表示する表
示部が、各前記動作モードに対応させて複数設けられており、前記ハンドル部の上面には
、前記モード切替レバーの操作によって、各前記動作モード毎に異なる位置で前記表示部
を表示させる表示窓が形成されてなることを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明に係る電動工具は、前後方向に延設されてモータが収容される本体部と
、当該本体部の後端部に設けられるハンドル部とを有するハウジングが備えられており、
前記ハンドル部に、操作部を露出させて前記モータへの電力供給を制御するスイッチと、
前記スイッチに連係させて、前記モータの動作モードを互いに異なる複数の動作モードに
変更する操作が可能なモード切替レバーとが備えられてなる電動工具であって、
　前記ハンドル部には、前記モード切替レバーとは別体で、前記複数の動作モードの内の
いずれであるかを表示する表示部が、各前記動作モードに対応させて複数設けられた表示
板が、前記モード切替レバーの操作に連動して回動可能に収容されており、前記ハンドル
部の上面には、前記モード切替レバーの操作によって前記表示板を回動させることで、各
前記動作モード毎に、該動作モードに対応させた前記表示部が表れる表示窓が形成されて
なることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３の発明は、ハウジングに、モータと、該ハウジングから操作部を露出させて前
記モータへの電力供給を制御するスイッチと、が収容されており、前記ハウジングに、前
記スイッチに連係させて、前記モータの動作モードを互いに異なる複数の動作モードに変
更する操作が可能なモード切替レバーが備えられてなる電動工具であって、
　前記モード切替レバーには、前記複数の動作モードの内のいずれであるかを表示する表
示部が各前記動作モードに対応させて複数設けられており、前記ハウジングには、前記モ
ード切替レバーの操作によって、各前記動作モード毎に異なる位置で前記表示部を表示さ
せる表示窓が形成されており、前記モード切替レバーは、前記動作モードとして、前記操
作部の操作を規制して前記電力供給を不能にさせる停止モードに変更可能であって、
　前記モード切替レバーには、前記表示部として、前記停止モードであることを表示する
停止表示部も形成されてなることを特徴とする。
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【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１において、前記ハンドル部の上面には、前記表示窓の外側
で、各前記動作モード毎に異なる位置で各前記動作モードを示すモード標識が複数設けら
れており、各前記表示部は、前記動作モードが一致する前記モード標識に対応させて前記
表示窓に表示されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明に係る電動工具によれば、モード切替レバーによってモータの動作モー
ドを変更する操作を行うと、表示窓に、各動作モード毎に異なる位置で、モード切替レバ
ーに形成した表示部を表示できる。このため、表示窓で異なる位置に表示された表示部を
目視で確認することで、モータの動作モードがいずれのモードであるかを判別し易くなる
。
　請求項２の発明に係る電動工具によれば、モード切替レバーによってモータの動作モー
ドを変更する操作を行って表示板を回動させると、表示窓に、各動作モード毎に、該動作
モードに対応させた表示部が表れる。このため、表示窓に表れた表示部を目視で確認する
ことで、モータの動作モードがいずれのモードであるかを判別し易くなる。
　請求項３の発明によれば、モード切替レバーを操作して、モータの動作モードを停止モ
ードに変更した場合には、表示窓に、停止モードであることを表示する停止表示部を表示
させることが可能になる。したがって、停止表示部を目視で確認することで、前記動作モ
ードが停止モードに変更されたことを確実に判別できる。
　請求項４の発明によれば、表示窓に表示された表示部に対応するモード標識を目視で確
認することで、モータの動作モードがいずれのモードであるかを判別できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態１でハンドル部の一部を切り欠いた充電式レシプロソーの側面
図である。
【図２】同充電式レシプロソーの平面図である。
【図３】同充電式レシプロソーが備えるモード切替レバーの平面図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】モータの動作モードが停止モードに設定されていることを表示する同充電式レシ
プロソーの要部平面図である。
【図７】動作モードが高速モードに設定されていることを表示する同充電式レシプロソー
の要部平面図である。
【図８】動作モードが低速モードに設定されていることを表示する同充電式レシプロソー
の要部平面図である。
【図９】本発明の実施形態２でハンドル部の一部を切り欠いた充電式レシプロソーの要部
側面図である。
【図１０】（ａ）は実施形態２の充電式レシプロソーが備える表示板の平面図、（ｂ）は
同表示板の側面図である。
【図１１】動作モードが停止モードに設定されていることを表示する実施形態２の充電式
レシプロソーの要部平面図である。
【図１２】動作モードが高速モードに設定されていることを表示する実施形態２の充電式
レシプロソーの要部平面図である。
【図１３】他の実施形態の充電式レシプロソーが備えるモード切替レバーの平面図である
。
【図１４】さらに他の実施形態の充電式レシプロソーが備えるモード切替レバーの平面図
である。
【図１５】（ａ）は、同さらに他の実施形態のモード切替レバーと発光ダイオードとの配
置を示す側面図、（ｂ）は、同モード切替レバーと同発光ダイオードとの配置を示す正面
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図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１ないし図８を参照しつつ説明する。図１及び図２に示すよう
に充電式レシプロソー１はハウジング２を備えている。ハウジング２は、充電式レシプロ
ソー１の前後方向Ｘ（図１及び図２の左右方向）に延設された本体部３と、本体部３の後
端部に設けられたハンドル部４とを有する。なお充電式レシプロソー１は本発明の電動工
具の一例である。
【００１４】
　本体部３内の中央付近にはモータＭが収容されて、本体部３の前端（図１及び図２の左
側）から、先端にツールホルダ６を有するスライドバー（図示せず。）を突出させている
。このツールホルダ６には、直線形状のブレード７が、スライドバーと同一軸線上で取り
付けられている。さらに本体部３の前部には、モータＭの回転をスライドバーの軸線方向
（図１及び図２の左右方向）への直線往復動に変換する往復動機構（図示せず。）が収容
されている。また本体部３の前端にはガイドシュー８が支持されて、このガイドシュー８
にはブレード７が直交状に貫通可能となっている。
【００１５】
　ハンドル部４は、図１に示すように側面視で略コの字状に形成されて、本体部３の後端
部と一体に設けられている。このハンドル部４には、トリガ１０を有するスイッチ１１が
収容されている。トリガ１０は、ハンドル部４の開口からハンドル部４の外部に露出して
おり、ハンドル部４内へ押し込み可能とされている。
【００１６】
　図１に示すようにハンドル部４の下端には、バッテリーパック装着部１２が形成されて
いる。このバッテリーパック装着部１２にはバッテリーパック１３が着脱自在に装着され
る。トリガ１０をハンドル部４内に押し込むことでスイッチ１１がオン状態になると、バ
ッテリーパック１３はモータＭに電力を供給する。これによりモータＭが回転して往復動
機構が動作すると、スライドバーと共にブレード７が、スライドバーの軸線方向へ直線往
復動して被切断材を切断する。なおトリガ１０は本発明の操作部の一例である。
【００１７】
　図１及び図２に示すようにハンドル部４の上面には、ハンドル部４の内側を視認可能な
表示窓１５が形成されている。ここでは表示窓１５は、充電式レシプロソー１の前後方向
Ｘに細長い開口で構成されている。この表示窓１５は、後述するようにモータＭの動作モ
ードを表示するために用いられる。図２に示すようにハンドル部４の上面で表示窓１５の
外側には、前後方向Ｘに沿って一列に各動作モードを示す文字（「Ｈ」、「Ｌ」）や図形
（南京錠の図形）が一体に成形されている。ここでは、文字「Ｈ」は、モータＭを相対的
に低トルクで高速回転させる高速モードを意味するものとし、文字「Ｌ」は、モータＭを
相対的に高トルクで低速回転させる低速モードを意味するものとした。また南京錠の図形
は、トリガ１０をハンドル部４内に押し込むことを規制してモータＭへの電力供給を不能
にする停止モードを意味するものとした。
【００１８】
　そして表示窓１５の下方でハンドル部４内には、図３に示すモード切替レバー１６を収
容可能な収容空間１７（図１参照。）が形成されている。本実施形態のモード切替レバー
１６は、互いに異なる３つの動作モード（停止モード、高速モード、低速モード）に変更
するために用いられる。モード切替レバー１６は、収容空間１７に前記前後方向Ｘと交差
する充電式レシプロソー１の左右方向Ｙ（図６ないし図８の上下方向）へスライド移動操
作可能に支持されている。
【００１９】
　図３に示すモード切替レバー１６は、前記左右方向Ｙに延びる操作ロッド１８と、操作
ロッド１８と一体にされて前記前後方向Ｘに延びる平板状の動作モード表示部材１９とを
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有する。図４に示すように操作ロッド１８の下面には、突起部２０が下方へ突き出した状
態で設けられている。この突起部２０の先端面には凹部２１が形成されている。また図４
に示すようにスイッチ１１には、モータＭの動作モードの変更を指示する変更操作子２２
が、前記左右方向Ｙへスライド可能に設けられている。図４に示すように操作ロッド１８
の凹部２１は、変更操作子２２と係合されている。さらに図４に示すようにハンドル部４
の左右両側面に、収容空間１７と連通する透孔２３がそれぞれ形成されている。操作者は
、各透孔２３から突出した操作ロッド１８を指でハンドル部４内に押し込むことで、操作
ロッド１８及び動作モード表示部材１９を左右方向Ｙへスライド移動させることができる
。これに伴って、操作ロッド１８の凹部２１と係合した変更操作子２２も、左右方向Ｙへ
スライドさせることができる。
【００２０】
　一方図３に示すように、動作モード表示部材１９の上面には、モータＭの動作モードが
いずれのモードであるかを表示する表示マーク２５～２７が設けられている。本実施形態
では各表示マーク２５～２７を、塗料で赤色に着色した平面視長方形の着色領域とした。
各表示マーク２５～２７は、前記上面で左右方向Ｙ（図６ないし図８参照。）における互
いの位置をずらして前後方向Ｘ（図２参照。）に並ぶように設けられている。また、各表
示マーク２５～２７の幅寸法（左右方向Ｙにおける寸法）は、左右方向Ｙにおける表示窓
１５の寸法と同じとした。以下で述べるように表示マーク２５は、操作者に停止モードを
表示するために用いられる。さらに、表示マーク２６は、操作者に高速モードを表示する
ために用いられ、表示マーク２７は、操作者に低速モードを表示するために用いられる。
なお各表示マーク２５～２７は本発明の表示部の一例であり、表示マーク２５は本発明の
停止表示部の一例である。
【００２１】
　次に本実施形態の充電式レシプロソー１においてモータＭの動作モードを停止モードに
変更する操作を説明する。本実施形態では操作者は、指で操作ロッド１８を左右方向Ｙへ
スライド移動させる。すると操作ロッド１８は、変更操作子２２を左右方向Ｙにスライド
させて停止モードを指示する位置へ移動させる。その際には、動作モード表示部材１９（
図３参照。）も左右方向Ｙへスライド移動する。停止モードを指示する位置では図６に示
すように、動作モード表示部材１９上の表示マーク２５が、表示窓１５と整合して表示窓
１５の延設方向における中央寄りに表れる。このとき、ハンドル部４の上面で表示マーク
２５の側方に、南京錠の図形５０が位置する。操作者は、表示マーク２５が南京錠の図形
５０の側方にあることを見て、停止モードに設定されたことを判別できる。加えて停止モ
ードを指示する位置では、変更操作子２２に連結して作動するトリガ１０の押込規制部材
（図示せず。）が、ハンドル部４内でトリガ１０の後端面に当接する。したがって、停止
モードを指示する位置では、トリガ１０がハンドル部４内に押し込まれることを規制でき
る。
【００２２】
　また、モータＭの動作モードを高速モードに変更する場合には以下の操作を行う。操作
者は、指で操作ロッド１８を、ハンドル部４の右側面（図７の上側）に形成した透孔２３
を通じてハンドル部４内に押し込んで、操作ロッド１８を左右方向Ｙにおける左側（図７
の下側）へスライド移動させる。すると操作ロッド１８は、変更操作子２２を前記左側へ
スライドさせて高速モードを指示する位置へ移動させる。加えて、動作モード表示部材１
９も前記左側へスライド移動することで、高速モードを指示する位置では図７に示すよう
に、表示マーク２６が、表示窓１５と整合して表示窓１５の延設方向における前方寄り（
図７の左側）に表れる。このとき、ハンドル部４の上面で表示マーク２６の側方に、文字
５１（ここでは「Ｈ」）が位置する。操作者は、表示マーク２６が文字５１（「Ｈ」）の
側方にあることを見て、高速モードに設定されたことを判別できる。高速モードを指示す
る位置では、押込規制部材によるトリガ１０に対する規制が解除される。したがって、操
作者はトリガ１０をハンドル部４内に押し込むことが可能になる。本実施形態では、モー
ド切替レバー１６が、左右方向Ｙで停止モードを指示する位置と高速モードを指示する位
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置と間をスライド移動する移動寸法よりも、前後方向Ｘで並ぶ各表示マーク２５、２６の
前後方向Ｘにおける寸法を大きく設定した。そのため、モード切替レバー１６のスライド
移動量を短くせざるを得ない場合でも、表示窓１５の延設方向で表示マーク２５が表示さ
れていた位置から表示マーク２６が表示される位置を、前記スライド移動量に比べて大き
く変化させることができる。したがって操作者は、前記延設方向で表示マーク２５が表示
される位置と表示マーク２６が表示される位置とが明らかに異なることを容易に認識でき
る。
【００２３】
　さらに、モータＭの動作モードを低速モードに変更する場合には以下の操作を行う。操
作者は、指で操作ロッド１８を、ハンドル部４の左側面（図８の下側）に形成した透孔２
３を通じてハンドル部４内に押し込んで、操作ロッド１８を左右方向Ｙにおける右側（図
８の上側）へスライド移動させる。すると、操作ロッド１８は、変更操作子２２を前記右
側へスライドさせて低速モードを指示する位置へ移動させる。加えて動作モード表示部材
１９も前記右側へスライド移動することで、低速モードを指示する位置では図８に示すよ
うに、表示マーク２７が、表示窓１５と整合して表示窓１５の延設方向における後方寄り
（図８の右側）に表れる。このとき、ハンドル部４の上面で表示マーク２７の側方に、文
字５２（ここでは「Ｌ」）が位置する。操作者は、表示マーク２７が文字５２（「Ｌ」）
の側方にあることを見て、低速モードに設定されたことを判別できる。低速モードを指示
する位置では、上述した高速モードを指示する位置と同様に、操作者はトリガ１０をハン
ドル部４内に押し込みことが可能になる。なお、南京錠の図形５０及び文字５１、５２は
本発明のモード標識の一例である。
【００２４】
　＜実施形態１の効果＞
　本実施形態の充電式レシプロソー１では、操作者がモード切替レバー１６によってモー
タＭの動作モードを変更する操作を行うと、停止モードでは、表示マーク２５を表示窓１
５における延設方向の中央寄りに表示できる。また、高速モードでは、表示マーク２６を
表示窓１５における延設方向の前方寄りに表示でき、低速モードでは、表示マーク２７を
表示窓１５における延設方向の後方寄りに表示できる。このため操作者は、表示窓１５で
異なる位置に表示された表示マーク２５～２７を目視で確認することで、モータＭの動作
モードがいずれのモードであるかを判別し易くなる。
【００２５】
　また本実施形態の特徴として、操作者がモード切替レバー１６を操作して停止モードに
変更した場合には、表示窓１５に、停止モードであることを表示する表示マーク２５を表
示させることが可能になる。したがって操作者は、表示マーク２５を目視で確認すること
で、動作モードが停止モードに変更されたことを確実に判別できる。
【００２６】
　さらに操作者は、表示窓１５に表示された表示マーク２５が南京錠の図形５０の側方に
あること目視で確認することで、停止モードに設定されたことを判別できる。また操作者
は、表示窓１５に表示された表示マーク２６が文字５１（「Ｈ」）の側方にあることを目
視で確認することで、高速モードに設定されたことを判別できる。さらには操作者は、表
示窓１５に表示された表示マーク２７が文字５２（「Ｌ」）の側方にあることを目視で確
認することで、低速モードに設定されたことを判別できる。したがって、表示窓１５に表
示された各表示マーク２５～２７の側方にある図形５０や文字５１、５２を目視で確認す
ることで、動作モードがいずれのモードであるかを判別できる。
【００２７】
　＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２を図９ないし図１２を参照しつつ説明する。ここでは、実施形態１
と同一の構成は同一の符号を付しその説明を省略する。図９に示すように充電式レシプロ
ソー１Ａでは、モード切替レバー１６Ａが収容空間１７内に充電式レシプロソー１Ａの左
右方向Ｙ（図１１及び図１２参照。）へスライド移動操作可能に支持されている。このモ
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ード切替レバー１６Ａは、左右方向Ｙへ延びる棒状体で断面形状が扁平長円形状とされて
いる。図９に示すようにモード切替レバー１６Ａの上面前部には、係合突起３０が上向き
に突設されている。さらにモード切替レバー１６Ａの下面には、実施形態１と同様の凹部
２１が設けられている。
【００２８】
　図９に示すように表示板３１は、モード切替レバー１６Ａとは別体とされて、収容空間
１７内でモード切替レバー１６Ａの前方に配置されている。図１０の（ａ）、（ｂ）に示
すように表示板３１は、平面視で扇形状とされて、後端面に連続する正方形の開口部３２
を有する。この開口部３２は、収容空間１７内でモード切替レバー１６Ａの係合突起３０
と係合されている。また図１０の（ｂ）に示すように表示板３１の下面には、係合突部３
３が下向きに突設されている。そして収容空間１７の下面には、上下方向で該下面を貫通
する係合溝３４（図９参照。）を開口させている。この係合溝３４は、係合突部３３と係
合可能とされている。さらに図１０の（ａ）に示すように表示板３１の前部上面に、モー
タＭの動作モードを意味する表示体２５Ａ～２７Ａが一体に成形されている。各表示体２
５Ａ～２７Ａは、係合突起３３の中心点を中心とした円弧上に並ぶように設けられている
。ここでは表示体２５Ａは、南京錠の図形であって停止モードを意味するものとした。ま
た表示体２６Ａは、「Ｈ」の文字であって高速モードを意味するものとし、表示体２７Ａ
は、「Ｌ」の文字であって低速モードを意味するものとした。なお各表示体２５Ａ～２７
Ａは本発明の表示部の一例であり、表示体２５Ａは本発明の停止表示部の一例である。
【００２９】
　図９、図１１及び図１２に示すように表示窓１５Ａが、ハンドル部４の上面に形成され
ている。ここでは表示窓１５Ａは、円弧上に並ぶ各表示体２５Ａ～２７Ａの上方でハンド
ル部４の左右方向（図１１及び図１２の上下方向）におけるほぼ中央部に設けた開口で構
成されている。表示窓１５Ａの大きさは、各表示体２５Ａ～２７Ａとほぼ同じ大きさにし
た。これにより表示窓１５Ａは、各表示体２５Ａ～２７Ａを単独で表示することが可能に
なる。
【００３０】
　次に本実施形態の充電式レシプロソー１ＡにおいてモータＭの動作モードを停止モード
に変更する操作を説明する。操作者は、指でモード切替レバー１６Ａを左右方向Ｙへスラ
イド移動させることで、実施形態１と同様に、変更操作子２２（図９参照。）を停止モー
ドを指示する位置に移動させる。これに伴って表示板３１の開口部３２（図１０参照。）
の内壁が、モード切替レバー１６Ａの係合突起３０（図９参照。）で開口部３２の外側へ
押圧される。その結果表示板３１は、係合突起３３（図９参照。）を回動支点として水平
回動する。すると、停止モードを指示する位置では図１１に示すように、表示板３１上の
表示体２５Ａ（南京錠の図形）が、表示窓１５Ａと整合して表示窓１５Ａに表れる。操作
者は、表示体２５Ａが表示窓１５Ａに表れたことを見て、停止モードに設定されたことを
判別できる。なお停止モードを指示する位置では、実施形態１と同様に、トリガ１０がハ
ンドル部４内に押し込まれることを規制できる。
【００３１】
　また、モータＭの動作モードを高速モードに変更する場合には以下の操作を行う。操作
者は、指でモード切替レバー１６Ａを、ハンドル部４の右側面（図１２の上側）に形成し
た透孔２３を通じてハンドル部４内に押し込むことで、実施形態１と同様に、変更操作子
２２を高速モードを指示する位置に移動させる。これに伴って表示板３１が水平回動する
結果、高速モードを指示する位置では図１２に示すように、表示体２６Ａ（「Ｈ」の文字
）が、表示窓１５Ａと整合して表示窓１５Ａに表れる。操作者は、表示体２６Ａが表示窓
１５Ａに表れたことを見て、高速モードに設定されたことを判別できる。なお、高速モー
ドを指示する位置では、実施形態１と同様に、操作者はトリガ１０をハンドル部４内に押
し込むことが可能になる。本実施形態では、モード切替レバー１６Ａの前後方向Ｙでのス
ライド移動量を短くせざるを得ない場合でも、モード切替レバー１６Ａのスライド移動で
、前部上面に表示体２５Ａ～２７Ａが一体成形された表示板３１を、係合突起３３を回動
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支点として水平回動させることができる。したがって、表示板３１上の表示体２５Ａ～２
７Ａが水平回動方向で移動する位置を、前記スライド移動量に比べて大きく変化させるこ
とができる。
【００３２】
　図示を省略したが、モータＭの動作モードを低速モードに変更すると、表示体２７Ａ（
「Ｌ」の文字）を、表示窓１５Ａに表すことができる。よって、操作者は、表示体２７Ａ
が表示窓１５Ａに表れたことを見て、低速モードに設定されたことを判別できる。
【００３３】
　＜実施形態２の効果＞
　本実施形態の充電式レシプロソー１Ａでは、モード切替レバー１６ＡによってモータＭ
の動作モードを変更する操作を行って表示板３１を水平回動させると、停止モードでは、
表示体２５Ａ（南京錠の図形）を表示窓１５Ａに表すことができる。また、高速モードで
は、表示体２６Ａ（「Ｈ」の文字）を表示窓１５Ａに表すことができ、低速モードでは、
表示体２７Ａ（「Ｌ」の文字）を表示窓１５Ａに表すことができる。このため、操作者は
、表示窓１５Ａに表れた表示体２５Ａ～２７Ａを目視で確認することで、モータＭの動作
モードがいずれのモードであるかを判別し易くなる。
【００３４】
　また、操作者がモード切替レバー１６Ａを操作して停止モードに変更した場合には、表
示窓１５Ａに、停止モードを意味する表示体２５Ａを表すことが可能になる。したがって
操作者は、表示体２５Ａを目視で確認することで、前記動作モードが停止モードに変更さ
れたことを確実に判別できる。
【００３５】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲
内において構成の一部を適宜変更して実施できる。例えば、上述した実施形態１とは異な
り図１３に示すモード切替レバー１６Ｂのように、表示マーク２５Ｂ～２７Ｂを、平面視
円形状の突起や凹部としてもよい。
【００３６】
　また図１４及び図１５に示すモード切替レバー１６Ｃのように、動作モード（停止モー
ド、高速モード、低速モード）に対応させて３つの貫通孔３６～３８を、充電式レシプロ
ソーの左右方向における互いの位置をずらして該充電式レシプロソーの前後方向に並ぶよ
うに動作モード表示部材１９に設け、発光ダイオード（ＬＥＤ）４０～４２を、動作モー
ド表示部材１９の下方で前記前後方向に、該前後方向における貫通孔３６～３８の間隔と
同じ間隔をおいて一列に配置してもよい。この場合にＬＥＤ４１を、動作モード表示部材
１９の下方で貫通孔３６と対向可能な位置に設ければよい。この構成により停止モードを
指示する位置では、操作者は、南京錠の図形の側方でＬＥＤ４１が貫通孔３６から光を放
つことを見て、停止モードに設定されたことを判別できる。さらに高速モードを指示する
位置では、操作者は、文字「Ｈ」の側方でＬＥＤ４０が貫通孔３７から光を放つことを見
て、高速モードに設定されたことを判別できる。加えて低速モードを指示する位置では、
操作者は、文字「Ｌ」の側方でＬＥＤ４２が貫通孔３８から光を放つことを見て、低速モ
ードに設定されたことを判別できる。
【００３７】
　さらに加えて、上述した実施形態では各表示マーク２５～２７を、平面視長方形の着色
領域としたが、これに限らず、各表示マーク２５～２７を、動作モードを意味する文字や
図形で構成してもよい。この場合には操作者は、表示窓１５に表示された動作モードを意
味する文字等からなる各表示マークに加え、当該各表示マークの側方にある南京錠の図形
５０や文字５１、５２（「Ｈ」の文字、「Ｌ」の文字）を目視で確認することで、動作モ
ードがいずれのモードであるかを判別し易くなる。また、上述した実施形態では各表示マ
ーク２５～２７や表示体２５Ａ～２７Ａによって、停止モード、高速モード及び低速モー
ドを判別できるようにしたが、これに限らず、表示マークや表示体によって、モータＭの
正転モード、逆転モード及び停止モードを判別できるようにしたり、高速モード、中速モ
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ード及び低速モードを判別できるようにしてもよい。さらに、各表示マーク２５～２７を
動作モード表示部材１９の上面に直接着色したり、各表示体２５Ａ～２７Ａを表示体３１
の上面に一体に成形することに限らず、各表示マーク２５～２７を記載したラベルを動作
モード表示部材１９の上面に貼り付けたり、各表示体２５Ａ～２７Ａを記載したラベルを
表示体３１の上面に貼り付けてもよい。
【００３８】
　さらに上述した実施形態では、本発明を充電式レシプロソーに適用する例を示したが、
これに限らず本発明を交流駆動式のレシプロソーや充電式又は交流駆動式のハンマドリル
等の電動工具に適用してもよい。
【符号の説明】
【００３９】
　１・・充電式レシプロソー、２・・ハウジング、３・・本体部、４・・ハンドル部、１
０・・トリガ、１１・・スイッチ、１５、１５Ａ・・表示窓、１６、１６Ａ・・モード切
替レバー、２５～２７・・表示マーク、２５Ａ～２７Ａ・・表示体、３１・・表示板、５
０・・南京錠の図形、５１、５２・・文字、Ｍ・・モータ。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】
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